
平成23年12月橋本市議会定例会会議録（第２号）その２ 

平成23年12月５日（月） 

                                           

  

（午前９時31分 開議） 

○議長（井上勝彦君）皆さん、おはようござ

います。 

 ただ今の出席議員数は22人で全員でありま

す。 

                     

○議長（井上勝彦君）これより本日の会議を

開きます。 

                     

○議長（井上勝彦君）この際、報告いたしま

す。市長から平成23年12月２日付橋総第173

号をもって追加議案３件が送付されておりま

す。次に、議員松浦君ほか２人から平成23年

12月１日付をもって議案１件が提出されまし

た。議案はお手元に配付いたしております。 

 以上で報告を終わります。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（井上勝彦君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第81条

の規定により、議長において１番 辻本君、

10番 妙中君の２人を指名いたします。 

                     

 日程第２ 一般質問 

○議長（井上勝彦君）日程第２ 一般質問 を

行います。 

 今回の一般質問の通告者は20人であります。 

 質問は会議規則第62条の規定により、別紙

の順序により発言を許します。 

 順番１、４番 楠本君。 

〔４番（楠本知子君）登壇〕 

○４番（楠本知子君）皆さんおはようござい

ます。12月の一般質問のトップバッターとい

うことで、大変緊張しております。今回は20

人の議員が質問をされます。はじめ良ければ

終わり良しと言われますので、元気いっぱい、

できるだけ簡潔明瞭に質問させていただきま

すので、どうかよろしくお願いいたします。 

 一つ目は、女性の視点を生かした防災対策

について伺います。 

 国の防災基本計画では、2005年に「女性の

参画、男女双方の視点」ということがはじめ

て盛り込まれ、2008年に「政策決定過程にお

ける女性の参加」が明記されました。それを

受けて、地域の防災計画に女性の視点が取り

入れられる動きが広がりました。しかし、女

性と防災の問題に長年にわたって取り組んで

おられる方々のお声は、まだまだ女性の意見

は取り入れられていないと言われています。 

 今回の大震災でも、女性の配慮がありませ

んでした。仕切りのない避難所で、多くの女

性が布団の中で着替えたり、授乳するところ

もなく、またミルクも足らず、下着も不足し

ていた等々、女性の声をもっと防災計画に反

映すべきだと言われております。 

 公明党では、女性防災会議を立ち上げまし

て、全国にアンケート調査をさせていただき

ました。640の市区町村と18の都道府県、計658

のアンケート調査のご協力をいただきました。

そこでわかってきましたことは、防災会議に

女性のいないところが44％、防災局に女性が

いないところが52％、防災局と男女共同参画

部局との連携がないところが53％という結果

等が出まして、党としては、国で取り組んで

いただきたい災害対策基本法の早期改正や、

備蓄の見直し、予算措置など提言を提出して

－15－ 



いるところです。 

 そこで、橋本市の地域防災会議の委員で女

性の委員は何人おられるのか。また、女性の

意見は取り入れられているのか。今後さらに

増員をしていただいて、少なくとも30％程度

にという目標がありますが、市として女性の

増員の計画についてお聞かせください。 

 そして、各自治体で防災計画の見直しが進

む中、避難所運営の体験型訓練「ＨＵＧ」が

注目を集めています。ＨＵＧは静岡県内の自

主防災組織の避難生活計画書作成率が非常に

低調だったため、防災局が2008年に、効果的

に避難所運営を学べる方法として開発された

そうです。大災害が発生いたしましたら、避

難生活が長引くことになります。自分が避難

所の運営をしなければならなくなるかもしれ

ません。「避難所を運営する立場を経験すると、

自分が避難者になったときの心構えができ

る」とのお声があります。市の職員とともに

地域住民の皆さまが一緒にＨＵＧを体験する

ことは、今後の防災対策に役立つと考えます

が、いかがですか。 

 二つ目には、医療ソーシャルワーカーの周

知と設置促進について伺います。 

 ますます高度化、専門家する医療を受診す

るにあたり、予備知識の少ない患者や家族は

不安を持ちます。また、病気を抱えながら高

齢者や障がい者の方は地域や家庭で生活をし

ていかなければなりません。医療ソーシャル

ワーカーは、患者やその家族が抱いている不

安、医療費、生活費、また退院・転院先の確

保など、ほかの医療スタッフや行政、介護関

係者と連携をとりながら、解決への手助けを

してくださいます。 

 この重要な役割を持ってくださる医療ソー

シャルワーカー、いわゆる専門相談員の設置

と推進が進められるわけですが、現在、橋本

市の病院、また介護施設などの設置状況はど

のようになっているのか。市民の皆さんにど

のように周知されているのか。またどのよう

な相談事があり、相談件数はどれくらいある

のか伺います。 

 ３番目に、救急医療情報キット事業の導入

について伺います。 

 今回、３回目の質問となりますが、「命のカ

プセル」ということで提案をさせていただき

ました。高齢者や障がい者の方が自身の救急

医療情報をあらかじめ備えておくことは、日

常生活の安心につながり、災害時にも迅速で

的確な救急活動ができます。震災後、多くの

自治体が「命のカプセル事業」として実施を

されておられます。昨年の９月議会で質問を

させていただきましたときには、部長より、

本格実施に向けて取り組んでいきたいとのご

答弁もいただきました。１年が経過をいたし

まして、本格実施について具体的にお伺いを

したいと思います。 

 以上３件、よろしくお願いをいたします。 

○議長（井上勝彦君）４番 楠本君の一般質

問に対する答弁を求めます。 

 病院長。 

〔病院長（山本勝廣君）登壇〕 

○病院長（山本勝廣君）橋本市民病院におけ

る医療ソーシャルワーカーの設置状況につい

てお答えいたします。 

 当院では、平成15年度より地域医療連携室

を設置し、現在の配置人員は、常勤の社会福

祉士３名及び嘱託の社会福祉士１名と嘱託の

看護師１名、そして非常勤の事務員１名の計

６名体制となっています。 

 医療ソーシャルワーカーの業務としまして

は、患者さんの入院、退院及び転院に関する

相談から、介護保険や障害者手帳などの制度

的な相談、在宅療養に関する生活相談、さら

には、がん相談をはじめとする外来受診に関

する相談に至るまで、あらゆる医療相談に対
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応しています。 

 次に、市民への周知についてですが、当院

のホームページにおいて、地域医療連携室及

びがん相談支援室の紹介とともに、医療相談

に関する内容を掲載しています。また、入院

患者さんにつきましては、入院案内のパンフ

レットに医療相談に関する内容を盛り込んで

おり、入院の際に患者さん並びにご家族の方

にも説明するようにしています。今後は、患

者さん向けの情報モニター「メディネット」

でのご案内や病院だよりでも定期的に掲載す

るなど、さらに市民への周知を図りたいと考

えています。 

 後に、どのような相談が多いか、また、

相談件数はどれくらいあるかとのおただしに

ついてですが、平成22年度は、電話による相

談も含めまして年間で3,775件の相談があり、

月平均で見ますと315件の相談がありました。

今年度は、半年で既に2,386件の相談があり、

月平均では398件と大幅に増えてきています。 

 相談内容に関しましては、転院先について

の相談が も多く、そのほか介護保険や在宅

復帰に向けた相談や、がんに関する総合的な

相談などを中心にして、入院患者さんから外

来患者さん、そしてそのご家族に至るまで、

多岐にわたる医療相談に応じています。 

 以上でございます。 

○議長（井上勝彦君）健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（上田敬二君）登壇〕 

○健康福祉部長（上田敬二君）市内での医療

ソーシャルワーカー（専門相談員）の設置状

況についてお答えします。 

 市内医療施設では、橋本市民病院・紀和病

院・山本病院の３病院に配置されています。

一方、介護老人福祉施設では医療ソーシャル

ワーカーではなく専門相談員が配置され、特

別養護老人ホームでは４施設、老人保健施設

では３施設など、市内のすべての介護老人福

祉施設に専門相談員が配置されています。 

 次に、「市民への周知はされていますか」と

いうおただしにつきまして、医療ソーシャル

ワーカーは、入院または通院している患者や

その家族が安心して療養に専念できるよう、

その妨げとなる生活上の不安や心配などをと

もに考え、解決の援助を行う専門職ではあり

ますが、職業に法的な根拠がなく、介護老人

福祉施設などへの配置の義務や基準はござい

ませんので、市として医療ソーシャルワーカ

ーの周知に向けての広報は行っていません。 

 現在、市民からの相談があれば、利用され

ている病院に地域医療連携室という医療ソー

シャルワーカーが業務する相談室があること

を紹介しており、相談室がない病院について

は、地域包括支援センターが相談対応を行っ

ています。 

 そして、「どのような相談が多いのか、また、

相談件数はどれくらいか」につきまして、市

民病院についてはさきにお答えしましたが、

紀和病院・山本病院では、急性期を脱し在宅

復帰をめざす関係の相談が多いと伺っており

ます。 

 一方、介護老人福祉施設に関しては、一番

多い相談は入所・退所に関する相談で、続い

て入所中の体調や医療受診の相談、介護費用

に関する相談が多いとのことです。件数につ

いては把握しておりませんので、了承願いま

す。 

 続いて、救急医療情報キット事業の導入に

ついてお答えいたします。 

 救急医療情報キットの導入については、楠

本議員から平成21年９月議会、22年９月議会

においてご提案いただいておりました。 

 高齢者や障がい者の方々が、緊急時の情報

を記載した用紙をカプセルに入れて冷蔵庫に

保管しておくことによって、災害時や救急時

に、救急処置や医療支援を適切かつ迅速に受
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けることができる事業です。 〔総務部長（那須浩二君）登壇〕 

 市独自の救急医療情報票については、地域

包括支援センターが主催しています「地域包

括ケア会議」において民生・児童委員、介護

保険事業者、ケアマネージャーの方々と検討

を重ね、市消防署救急係からもアドバイスを

いただきながら作成し、必要な方に試験的に

利用いただいているところです。 

○総務部長（那須浩二君）女性の視点を生か

した防災対策に関するご質問にお答えいたし

ます。 

 本市防災会議において、２名の女性に委員

委嘱を行っております。おただしのように、

防災の分野においても女性の視点を取り入れ

ることは必要であると考えています。また、

橋本市地域防災計画を作成するにあたっては、

市各課にも意見徴収をしておりますので、本

市防災計画には、女性の意見も反映されてい

るものと考えています。 

 本格実施に向けて課内で検討していたとこ

ろ、今年度、「地域支え合い連携体制構築事業」

が創設され、医療情報キットの導入事業が地

域支え合いの見守り事業として採択されまし

た。事業費の財源については、全額が補助と

なるとのことで、事業申請を行うとともに、

今議会の補正予算に250万円の事業費を計上

させていただいたところです。 

 後に、防災ゲーム「ＨＵＧ（ハグ）」につ

きましては、防災担当職員はもちろんのこと、

２年前に橋本市で開催された「紀の国防災人

づくり塾」においても、市民の方々にこの防

災ゲームを体験していただいております。  現在、当課が考えている事業概要は、社会

福祉協議会と協力体制をとり、①緊急時の情

報を記載した救急医療情報票をカプセルに入

れ、冷蔵庫に保管しておく。②災害時や救急

車を呼んだ際、カプセルの内容を確認し、適

切かつ迅速な救急活動ができるようにする。

③この事業の対象者は、災害時要援護者を基

本とし、必要な方に配布する。災害時など避

難所に避難する際には、カプセルを持って避

難していただくこと、などを考えています。 

 防災ゲーム「ＨＵＧ」は、カードによる避

難所での各種対応を速やかに行う研修として

は有意義な研修になると考えますので、今後、

避難所従事職員の研修等で活用してまいりた

いと考えています。 

○議長（井上勝彦君）４番 楠本君、再質問

ありますか。 

 ４番 楠本君。 

○４番（楠本知子君）ご答弁ありがとうござ

いました。  なお、カプセルの配布対象・配布方法・緊

急医療情報の記入方法などについては、整理

した上で、今年度中に本格実施することにし

ております。 

 それでは、再質問をさせていただきます。

一番目の、女性の視点を生かした防災対策に

ついてですけれども、この橋本市の地域防災

会議は、地域の防災計画を作成して、そして

実施をし、また推進をしていくという 高の

会議でありますので、まずその会議に、女性

を入っていただくことが、女性の意見を取り

入れていただける一番の近道だと私は思いま

す。 

 また、救急医療情報をあらかじめ備えてお

くことは、日常生活の安心につながり、これ

からの高齢者社会を支える有効なツールとし

て機能していくと考えており、そのためには

周知徹底が重要であることから、より親しみ

やすい愛称をつけ、普及・啓発に努めてまい

りたいと考えています。  先ほどご答弁いただきましたように、女性

の委員はお二人ということでございます。防○議長（井上勝彦君）総務部長。 
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災、災害対策のこの条例によりますと、委員

は50人以内で構成をするということで、今、

橋本市の構成委員は40人ということで、その

中で女性の委員はお二人ということで、５％

ということになります。その女性の委員は副

市長がまず女性でおられるので、多分お一人

だと思うんですけれども、もう一人というこ

とになるんですけれど、この条例の中で書か

れてあるのは、会長は市長で、いろんな方が

入られるわけですけれども、これを見てみま

すと、完全に男性の方が入ってこられるとい

う条件付きといいますか、そういうところが

たくさんあります。なかなか女性の方が入っ

ていただけるということが、大変難しいんじ

ゃないかなというふうに思うんですけど、ま

ずは市長が女性を入れていこうという、その

思いがあっていただかないと、これは女性の

方が入れないんじゃないかなというふうに思

うんですけど、市長が必要と認める者とか、

いろんな専門的な方が入っていただくという

ふうになると思うんですけれども、そこで市

長にお願いをしたいということになるんです

けれども、やっぱり40名の30％となりますと

12名ですけれど、 低やっぱり10名ぐらいは

女性を入れていただきたい。入れていこうと

いう市長の思いがないと、入っていけないと

思うんです。 

 この条例は、２年で委員の任期が切れます。

平成23年の３月末で一応２年の任期が切れる

と思うんですけれども、24年の４月１日から

新たな委員になるので、可能性としては増え

る可能性があると思うんですけれども、市長

がまずその思いを受けていただきたいと。女

性というのは専門的な知識というか、そうい

うものは少ないかもしれませんけれども、日

頃から暮らしの中で現場を担っておりますの

で、生活者そのものでありますし、また、い

ろんな意味で、肩書きとかそういうことにと

らわれない、横の人間づくりとかも女性のほ

うが得意であります。また、議論ばかりが堂々

めぐりをして、机上の空論にならないように、

女性はまず行動派であります。まず現場主義

でありますので、いろいろやってみてあかん

かったら、また次というふうな考え方をそも

そも持っておりますので、ぜひとも次の条例

の改正のときには、しっかりと女性を入れて

いただきたいというふうに思うんですけれど

も、市長のご意見というか、決断をお願いを

したいと思うんですけど、いかがでしょうか。 

○議長（井上勝彦君）４番 楠本君の再質問

に対する答弁を求めます。 

 副市長。 

○副市長（清原雅代君）私のほうからご答弁

をさせていただきたいと思います。 

 ただ今、楠本議員のほうからご指摘をいた

だきました点、確かに非常に重要なことでは

ないかと私も思っております。私がたまたま

女性ですので、今現在２人ということですけ

れども、可能性としては、今のままでいきま

すと１人になる可能性もありますよね。そう

いったことで、やはり意識的に女性の方に入

っていただけるような取り組みというのは、

少し考えていかなければならないかなという

ふうには考えております。 

 ただ、今の防災会議ですけれども、基本的

には、各種関連する団体の代表者の方に入っ

ていただいておりますので、どうしてもその

代表となりますと、男性が中心ということに

なります。ほとんどどこの自治体においても、

同じような状態が出てくると思います。先ほ

ど楠本議員がおっしゃられた、地方の防災会

議に女性委員を登用していないところが44％

あるとおっしゃられてましたけども、それが

本当に示す数字になっていると思うんです。 

 ただ、３割でありますとか、10名をとおっ

しゃられましたけれども、一気にはなかなか
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そういうことは難しいと思いますけれども、

そういった視点を防災会議の中に反映してい

けるような事務局としての取り組みというの

があれば、人数はそれだけいなくても十分反

映されると思いますので、そういったことも

あわせながら、今後入っていただけるような

ことを取り組んでいきたいなというふうに思

っております。 

 以上でございます。 

○議長（井上勝彦君）４番 楠本君。 

○４番（楠本知子君）副市長のご答弁は前向

きなご答弁だととらせていただきます。女性

の方を、また少ないというのは、橋本市は今

２名入れていただいているということで、ア

ンケートから見たら全然入ってない自治体も

あるという意味では、少し入れていただいて

いるので視点が生かされているのかなという

ふうに思うんですけど、30％という目標を言

いましたけど、それに向けて、次の４月から

はかえれるんですから、ぜひとも増員をお願

いしたいと強くお願いをさせていただきたい

と思います。 

 女性会議の方であったりとか、女性会とか、

またいろんなところで女性が活躍されている

介護の部門であったり、看護の部門であった

り、医療の部門でもおられますので、意識し

て入れていただきたいというふうに思います。 

 次に、ＨＵＧにつきましては、既に体験ゲ

ームとして橋本市ではされているということ

で、良かったと思います。私はこのゲームを

知らなかったので、新聞で知りました。早速

静岡県のほうにＨＵＧゲームというのを取り

寄せたんです。そしたらもう売り切れ状態で

して、今１カ月以上待っています。それぐら

いこのゲームというのは、何ていうか、避難

所とかいろいろ開設にあたってゲームをして

いくということは、すごい防災対策の意味で

役に立つというふうで、今全国でいろんなこ

のゲームをやっていこうという広がりがあり

ますので、またこの市の職員とかとともに、

私たちもこのＨＵＧゲームをやってみたいと

思ってるんです。 

 さらにしていただくということで、ご答弁

いただけたと思うんですけど、具体的にどの

ような形でしていくというふうなことについ

ては、今後の流れとしてはお考えにあるのか、

もう少し具体的にお答えできるんであればお

願いできますか。 

○議長（井上勝彦君）総務部長。 

○総務部長（那須浩二君）この避難所運営ゲ

ーム「ＨＵＧ」、いわゆる避難所運営ゲームの

頭文字をとってＨＵＧとなっているようでご

ざいます。この避難所運営ゲームは、避難所

で起こるいろんな事態、それがカードでその

従事職員のほうに回ってくるということで、

今、急に外国人の方が来られましたとか、病

人が出ましたとか、そういうのが次から次へ

来るゲームというふうに聞いております。こ

ういうことですので、私どもとしましては、

先ほどもお答えの中で、答弁の中で言わさせ

ていただいたんですが、避難所の従事職員の

研修、こういう場でこういうことを活用して

いきたいと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（井上勝彦君）４番 楠本君。 

○４番（楠本知子君）避難所の運営ゲームは

いくつかそろえていらっしゃるということで

よろしいですか。いくつぐらいそろえていら

っしゃいますか。 

○議長（井上勝彦君）総務部長。 

○総務部長（那須浩二君）これの物自体は、

静岡県のはなかなか手に入りませんので、そ

のゲームという形で考えていきたいと。先ほ

ど議員のほうも言われましたように、このゲ

ームがなかなか売り切れとかいうことになっ

ています。そして、申し込めば貸していただ
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けるということもありますので、そういうこ

とも踏まえて取り組んでいきたいと思ってお

ります。 

○議長（井上勝彦君）４番 楠本君。 

○４番（楠本知子君）ゲームの本体が少なけ

れば、いろんな方にそのゲームができません

ので、やっぱり、どれぐらいの方にどれぐら

い体験させていこうというふうな目標という

か、そういうのもなければ難しいかなと思う

んですけど、だいたい、これは６人から７人

でやるゲームですので、何人もでやれるゲー

ムではないんです。６人から７人でやれるゲ

ームですので、それがある程度の数なければ

できないと私は思ってるんですけど、それで

今の部長のご答弁では、何かちょっと具体的

ではないなというふうに思ったんですけれど、

また具体的にお考えいただいて、進めていっ

ていただきたいと思います。 

 次に移らせていただきます。 

 この医療ソーシャルワーカーという、難し

いお名前の専門の相談員なんですけど、なぜ

この質問をさせていただいたかといいますと、

市民の方からも相次いで、続いて、私の、議

員のところに相談がありました。こういう相

談というのは、こういう医療ソーシャルワー

カーが相談に乗っていただけたら、私よりも

ずっと解決していただける、また、不安を除

いていただけるというふうに思いましたので、

この医療ソーシャルワーカー、また専門の相

談員がいらっしゃることを、もっと市民の

方々に周知をしていただきたいし、また、こ

ういう役割をされている、大事な役割をされ

ている医療ソーシャルワーカーの増員をまた

していただきたいということで、質問をさせ

ていただきました。 

 きょうはわざわざ病院長、お越しいただい

てありがとうございます。病院長のご答弁の

中でも、市民病院のホームページのお話をい

ただきましたけど、このホームページの中に、

地域連携室・がん相談支援室長という方があ

いさつをされてるんですけど、ちょっと文章

を紹介させていただきたいと思うんですけど、

「地域にお住まいのがん患者さま、がん患者

さまのご家族のみならず、どんな方々も対象

に、専門の相談員がさまざまな相談に応じて

います。専門の相談員（医療ソーシャルワー

カー等）がお話を伺い、内容に応じて当院の

医師、看護師、薬剤師などと協力しながら、

課題解決のためにお手伝いをさせていただい

ております。患者さまが受診しやすい病院、

地域の開業医の先生方が紹介しやすい病院、

そしてすべての方々から満足していただける

病院であることをめざし、スタッフ一丸とな

り今後も活動を進めていく考えであります。」

というメッセージを読ませていただきまして、

本当にこの橋本市において、市民病院のご活

躍を、さらなる活躍を期待をしているところ

でありますし、市民の方々も、やはりものす

ごく頼りにされていると思うので、本当にこ

のメッセージを見させていただいて、私自身

はすごい安心をしたところです。 

 今、市民病院におかれましては、なかなか

職員の増員というのは、７対１の看護に対し

ましても大変厳しい状態の中で、増員という

ことも大変厳しい状態の中でやっていただい

ているということで、病院長の思いといいま

すか、せっかく来ていただいたので、またそ

の抱負といいますか、お答えいただけました

らありがたいと思うんですけど。 

○議長（井上勝彦君）病院長。 

○病院長（山本勝廣君）この医療相談が増え

ているということに関しましては、私どもは

二つ大きな原因があるのではないかと。一つ

は、やはり高齢化社会といいますか、核家族

化といいますか、そういうような社会情勢で

すので、病院から退院される、あるいはどこ
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かの施設に行く、それがなかなかお家では見

れない。それをどういうふうな形で介護、あ

るいは施設に行ったらいいのかというような

方が増えてきている。子どもさんがいても、

都会にいて近くにはいない。そういったよう

な高齢化社会情勢ということが一つ。 

 もう一つは、これも社会情勢ですけども、

不景気になってきたということで、この相談

件数が増えているのも、当院が特に周知を徹

底しているという、従来からの方針でやって

いる程度なんですが、だんだん増えているの

は、やはり不景気になって、例えば健康保険

証がなくなったとか、そういうのがないんだ

けども、どんなにしたら医療が受けられるか

とか、あるいは介護保険を受けられる年齢に

は達していないんだけども、がんになってし

まったと。そうしたときにはどういうような

支援が受けられるかとか、そういった件数が

増えているというふうに伺っています。 

 ですから、そういう社会情勢のそういった

経緯で増えているということもありますので、

当院としては、それにできるだけお答えして

いただけるような体制を整えたいんですが、

先ほど申し上げましたように、やはり公務員

の定員適正化ということもございまして、社

会福祉士の常勤は３名、１名が嘱託という形

にさせていただいています。こういった社会

福祉士だけでは対応できませんので、看護師

はある程度心のケア、もちろん社会福祉士も

心のケアはするんですが、より専門的な病気

のことに関しては看護師の介入、あるいは薬

剤師、あるいはお金のことに関しましては医

事課との連携をとりまして、そういう相談に

お答えさせていただいている現状です。 

 ですから、地域連携室というのは、病院の

中でますます重要な位置を占めてきているの

ではないかと思います。地域の診療所の先生

方との連携を深める意味でも、もっと充実す

るには人数が必要とは思うんですが、現状で

はこういったところでございますが、今後も

努力していきたいと思います。 

○議長（井上勝彦君）４番 楠本君。 

○４番（楠本知子君）ありがとうございます。

本当に、院長が言われましたように、地域連

携室というのは非常に重要な連携室であると

思いますので、また市民病院の経営健全に向

けて頑張っていただきたいというふうに思い

ます。 

 一つお伺いをさせていただきたいことがあ

るんですが、高齢者の方が、介護サービスを

受けておられる方が、例えば入院をされます。

介護サービスを受けられている方にとって、

一番の相談員はケアマネージャーになるかと

思うんです。入院をされますと、一応この介

護は切られますよね。切られまして入院とい

うことになります。入院をして、また病気も

治って元気になられてご自宅に帰る、また、

介護施設に帰るということになりますと、そ

のケアマネージャーと、前のケアマネージャ

ーが復活をされるのか、例えば、自宅で今度

介護を受けるとなりますと、新たなケアマネ

ージャーといいますか、そういう方になるの

か、その辺の制度はどのようになっているの

か、お伺いしたいと思います。 

○議長（井上勝彦君）病院長。 

○病院長（山本勝廣君）私が今のご質問にお

答えさせていただくことは、当院で入院され

たと。それで退院できる状態になったと。そ

ういったときには、できるだけ退院調整とい

うのを、そのケアマネージャーに入っていた

だく。それと当院の医師、看護師、それと地

域に帰るんでしたら地域の診療所の先生、あ

るいは、もとの介護施設に帰られる場合は、

そのもとの介護施設の方々と、一応相談とい

うか、退院調整のための会を開きまして、そ

れは二、三十分程度なんですけども、その患
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者さんの入院中の状況、退院後の方針とかと

いうことを相談して、その中にそういうケア

マネージャーが、従来こちらに患者さんが見

ていただいていたケアマネージャーに入って

いただくというのが基本でございます。 

 以上でございます。 

○議長（井上勝彦君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）基本的には、

今、病院長がおっしゃっていただいたのが通

常のパターンだと思います。ただ、在宅ある

いは病院から施設へ、施設も同じところへ戻

ればいいんですけれども、違う場合というこ

とも考えられますので、そういった場合とか、

もとのケアマネージャーと意思疎通が十分に

図れないというようなこともままありますの

で、そういった場合につきましては、途中で

ケアマネージャーをかえるというケースもま

ま、ほとんどないんですけれども、少しはあ

ります。 

○議長（井上勝彦君）４番 楠本君。 

○４番（楠本知子君）わかりました。ありが

とうございます。 

 そしたら、次に３番に入らせていただきま

す。 

 救急医療情報キット事業の導入についてで

すが、これにつきましては、部長のご答弁い

ただきましたように、実施をしていただける

ということでありますので、よろしくお願い

をしたいと思います。要災害援護者になられ

る方々が、これからまた具体的に整理をして

進めていかれるということですので、この効

果なども検証しながら、さらに多くの人に、

また、おひとり住まいの高齢者等に広げてい

ただけますよう、よろしくお願いをしたいと

思います。 

 以上で質問を終わらせていただきます。あ

りがとうございました。 

○議長（井上勝彦君）これをもって、４番 楠

本君の一般質問は終わりました。 

 この際、10時25分まで休憩いたします。 

（午前10時16分 休憩） 
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